
税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用
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税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用

贈与を た住宅取得等資金で、 しくは取

得 は 等をした住宅用の が 等住宅

に する は「はい」を、 し い は

「いい 」を選択してください。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る の 結をした年 を してください。  

贈与を た年 を選択してください。

の で した、住宅の 、 年

税等の税率に て非課税 度額が ま

す。この事例では、住宅の は 等住宅に

し、 年 は 年 で 、

税等の税率は で ることから、非課税 度額は

です。

贈与 を た方 の リ

、住 、 年 を 選択 して

ください。

が終わったら、 をクリック

してください。

住宅取得等資金の金額を してください。

贈与 からの贈与に 取得した住宅取得等資金

について非課税の適用を る金額を してくだ

さい。この事例では が 度と ます。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る対 の額 は 用の額に まれる 税等の税

率について、「 」 は「 」を選択してく

ださい。

年 の 得税 特 得税の確

書を した方は、 年 等の をしてく

ださい。

が終わったら、 をクリック

してください。

事 明書の を する には、

の に ックを れて、 等を

してください。

贈与を た の を してください。

の には、 金の は金 の

、 、 等を し、 金の には贈

与 の住 を してください。

、 の が で る には、

ック ック を ックします。
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を った贈与 とに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額 課税 に算 される

金額 について課税制度を選択します。

この事例では を選択します。

の贈与 から贈与に 取得した

について、 年 の年 に いて

算課税の適用を ている方は、暦年

課税の適用を られま ので

をクリックしてください。

の で した が表示されま

すので、確認してください。

、 は をクリックする

ことに 、 の ができま

す。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

の贈与 から住宅取得等資金の贈与が る

は、 をクリックし、 の

に いて を選択した で、

に してください。

算課税 の適用を

る を する には、

をクリックします。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与税の の特例

の適用を る を する には、

をクリックします。

、 を して 事 明書

の を する には、 て ック

ック を ックします。

の贈与 暦年課税 の を する

には、 をクリックします。

事
例
５
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➐

をクリックすると、⑺欄

の「⑹に対する税額」の計算方法等が確認で

きます。この事例では、「特例税率」を適用

して計算された贈与税額が表示されます。

計算結果の確認

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

をクリックすると、

住宅取得等資金の非課税の計算明細書を確認

することができます。

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける

場合には、期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

住宅取得等資金の非課税の適用後の残額に

ついて選択した課税制度に基づく計算結果が

表示されているか確認してください。

この事例では暦年課税を適用し、特例税率

を適用して計算した贈与税額が表示されま

す。

➑

事
例
５
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

46



32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

札幌  太郎

札幌  史郎

札幌市中央区△△条×丁目×番×号 札幌市中央区△△条
×丁目×番×号サッホ゜ロ タロウ

1

0 3 0 9 1

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

○札幌市中央区△△条△丁目×番

札幌市中央区△△条△丁目×番地（家屋番号□番□）

○ ○ ○ ○ × × × × △ △ △ △

○○○○× × × ×

10 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

8

3 2 2 0 5 1 0

札幌中4 2 24

、

し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

△ △ △ △ △

取得等

の の 用

記 し

記

の し
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